
南相馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額等 に関す る条例 を制定す る概要 について

1.子ども子育て支援新制度における利用者負担額設定の必要性

新制度における利用者負担額は、世帯所得の状況、現行の幼稚園授業料や

保育園保育料の利用者負担額の水準や国が定める利用者負担上限額を勘案 し

ながら設定するものである。

そ して、最終的な利用者負担額は、国が定める水準を上限として、南相馬

市が定める必要がある。

2.制定等の内容

「南相馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等
⌒

   に関する条例 (資料 4)」 を新たに制定する。

3.幼稚園・保育園 (所)の利用者負担額の変更点

利用者負担月額 (現行 ) 利用者負担月額 (新制度 )

幼稚園

公 立

市町村が定める額

(一律 4,500円′月 )

※入園料は徴収 していない

国の基 準額 を上 限に利 用世

帯の市民税 (所得割)額の状

況によ り市が定める。

(0円～15,000円ノ月 )

私 立

各幼稚園が定める額

(14,980円 ～17,000円ノ月 )

※入園料は別 に徴収する

国の基準額を上限に利用世

帯の市民税 (所得割)額の状

況により市が定める。

(0円～15,000円ノ月 )

※新制度に移行す る幼稚 園

授業料のみ定める。

保育園

公 立
国の基準額 を上限 に利用世

帯 の所得額 の状況 に よ り市

が定める額

(0円～48,500円 ノ月 )

国の基準額 を上限に利用世

帯の市民税 (所得割)額の状

況によ り市が定める。

(0円～48,500円ノ月 )

私 立

r     4.幼
稚園・保育園 (所)への財政措置の変更点

財政措置 (現行 ) 財政措置 (新制度 )

幼稚園

公 立 無 し (一般財源 ) 無 し (一般財源 )

私 立

私学助成金 (国

就園奨励費 (国

振興事業補助金

県

市

市

・施設型給付費 (国・県・市)

※新制度に移行す る幼稚 園

のみ (私学助成金や就園奨

励費は措置されない。)
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保育園
公 立 無 し (一般財源 ) 無 し (一般財源 )

私 立 ・保育所運営費 (国 0県 ,市) ・施設型給付費 (国・県 0市
)

○認定こども園、幼稚園及び保育園を通 じた共通の給付である「施設型給付費」

を創設 し、教育保育を一体的な制度 とし、総合的に推進 してい く。

5。 利用者負担額 と財政措置の関係 (例 )

6.南相馬市における利用者負担額の考え方

○幼稚園 (1号認定)の利用者負担額

・新制度のもとでは、1号認定の利用者負担額は、公立・私立の区別なく統一

する。ただし、公立幼稚園在園者の中で利用者負担額が高くなった場合、

激変緩和措置を 2年間講 じる。

・現在の私立幼稚園授業料額を上限に、実際支払つている授業料か ら幼稚園

就園奨励費 (入園料含む)を差 し引いて設定 した。

・応能負担の考えか ら低所得階層は現行より減額、高所得者階層は一部増額

する。

○保育所 (2号認定・3号認定)の利用者負担額

・現行の保育料を上限額 とした。

・保育短時間は、国設定と同様に保育標準時間の▲1.7%の減額 とした。

7.施行 日

子ども子育て支援新制度が平成 27年 4月 に導入 となり、利用者負担額を同

年 4月 から徴収するため、平成 27年 4月 1日 とする。
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保育認定 (2号認定・3歳以上児)の利用者負担額 (案 )
資料 1

①保育園の利用者負担額は、現在所得税額に基づき階層区分を設定しているが、新制度になると市民税額を基に階層区分を設定す
ることとなる。    

・

②保育短時間の利用者負担額は、国同様、保育標準時間の利用者負担額の▲1.7%に設定した。

③推定年収は、国同様、夫婦共働きと子供 2人世帯の大まかな目安で設定している。

ｌ
ω
ｌ

市の保育料 (現行) 国が設定した負担上限額 (新制度 ) 市の保育料 (新制度)

階層区分
徴収月額

()は 3歳児丹額
階層区分

徴収月額
階層区分

徴収月額 推定

年収標準時間 短時間 標準時間・短時間

①生活保護世帯 0 (0) ①生活保護世帯 0 0 ①生活保護世帯 0 0

②市民税非課税世帯 2=400 (2,400) ②市民税非課税世帯 6,000 6,000 ②市民税非課税世帯 2=400 2,400

③均等割額のみの世帯 9。100 (9,100)
③所得割課税額

48:600円未満
16,500 16,300

③均等割額のみ 9,100 8,900

④所得割のある世帯 12200(12,200)
④所得割課税額

61,000円未満
12,200 12,000

～370

万円

⑤所得税額

20:000円未満の世帯 17,500 (17:500)

④所得割課税額

97,000円未満
27,000 26:600

⑤所得割課税額

611000円 以上

73,000円未満の世帯

17,500 171200

370万円

404万円

⑥所得税額

20,000円 以上

40,000円未満の世帯

21,600 (21,600)

⑥所得割課税額

73,000円 以上

97:000円未満の世帯

21,600 21,200

404万円

470フヨFЧ

⑦所得税額

40,000円 以上

70,000円未満の世帯

22,600 (2',56o)

⑤所得割課税額

169,000円未満
41,500 40,900

⑦所得割課税額

97,000円 以上

133,000円未満の世帯

22,630 22:200

470万円

557万円

③所得税額

70,000円 以上

103,000円未満の世帯

22,630 (27,560)

③所得割課税額

133,000円 以上

169,000円未満の世帯

22,630 22,200

557万 円

643万円

⑨所得税額

103,000円 以上

413,000円未満の世帯

22,630 (27=560)
⑥所得割課税額

301:000円未満
58,000 57,100

③所得割課税額

169=000円 以上

301,000円 未満の世帯

22,630 22,200

643万 円

934フIFヨ



⑩所得税額

.413,000円 以上の世帯
22.630 (27,500)

⑦所得割課穆額
3971000円 未満

77,000 75,000
⑩所得割課税額

301,000円 以上の世帯
27,500 27,000

934万円

③所得割課税額

397,000円 以上
101,000 99,400

！
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)                                  )
保育認定 (3号認定 03歳未満児)の利用者負担額 (案 )

―
輌
‥

市の保育料 (現行) 国が設定した負担上限額(新制度) 市の保育料 (新制度)

階層区分 徴収月額 階層区分
徴収月額

階層区分
徴収月額 推定

年収標準時間 短時間 標準時間 短時間

①生活保護世帯 0 ①生活保護世帯 0 0 ①生活保護世帯 0 0

②市民税非課税世帯 3=600 ②市民税非課税世帯 9,000 9=000 ②市民税非課税世帯 3,600 3,600

③均等割額のみの世帯 131400
③所得割課税額

48,600円未満
19:500 19,300

③均等割額のみ 13,400 13,100

④所得割のある世帯 15,600
④所得割課税額
61,000円未満

15=600 15=300
-370

万円

⑤所得税額

20,000円未満の世帯 21,300

④所得割課税額

97,000円未満
30,000 29=600

⑤所得割課税額

61:000円 以上

73,000円未満の世帯

21,300 20,900

370万円

404フ5R
⑥所得税額

20,000円 以上

40,000円未満の世帯

24,000

⑥所得割課税額

73,000円 以上

97,000円未満の世帯

24,000 23,500

404万円

470万円

⑦所得税額

40,000円 以上

70,000円未満の世帯

35,600

⑤所得割課税額

169,000円未満
44,500 43=900

⑦所得割課税額

97,000円 以上

133:000円未満の世帯

35:600 34,900

470フヨR

557万円

③所得税額

70,000円 以上

103,000円 未満あ百帯

35=600

③所得割課税額

133,000円 以上

169,000円未満め世帯

35,600 34,900

557万円

643万円

③所得税額

103,000円以上

413,000円 未満の世帯

44,500
⑥所得割課税額

301:000円 未満
61=000 60,100

⑨所得割課税額

169,000円 以上

301,000円 未満の世帯

44.500 43,700

643万円

934万円

⑩所得税額

413,000円 以上の世帯
48,500

⑦所得割課税額

397:000円 未満
80:000 78=800

⑩所得割課税額

301,000円 以上の世帯
48,500 47,600

934万円

③所得割課税額

397,000円 以上
lo4:000 102,400



資料 2
教育標準時間認定 (1号認定)の利用者負担額 (案)

①新制度における利用者負担額は、国で定める基準を限度として市が定ゅる。

②国は、現行の利用者負担の水準を基本として設定した。実際の保育料等の

全国平均値から幼稚園就園奨励費の単価を差引いて設定している。

③推定年収は、国同様夫婦 (片働き)と子供 2人世帯の大まかな目安で設定し

ている。

<参考 >平成 26年度市内私立幼稚園授業料

国が定める利用者上限負担額 (円 ) 市が定める利用者負担額 (円 )

推定年収
階層区分 徴収月額 階層区分 徴収月額

①生活保護世帯 0 ①生活保護世帯 0

②市民税非課税世帯 3=000 ②市民税非課税世帯 1,000

③所得割課税額

77,100円 以下の世帯
16710°

③均等割額のみ 3,500

④所得割課税額

40,000円 以下の世帯
4,500 ～200万円

⑤所得割課税額

40,001円 以上

60,000円 以下の世帯

6.800
200万 円

-257万 円

⑥所得割課税額

60,001 円 以 上

77,100円 以下の世帯

9,000
257万円

～360万円

④所得割課税額

211,200円 以下の世帯
20,500

⑦所得割課税額

77,101円 以上

122,000円 以下の世帯

10,000
360万 円

～420万 円

③所得割課税額

122,001 円以上

173,000円 以下の世帯

11,000
420万 円

～540万 円

⑨所得割課税額

173,001 円以上

211,200円 以下の世帯

12,000
540万 円

～680万円

⑤所得割課税額

2111201円以上の世帯
25,700

⑩所得割課税額

211,201円 以上の世帯
15=000 680万 円 ～

幼稚園名 入園料 満 3歳児 3歳児 4歳児 5歳児

青葉幼稚園 30,000 16,000 16,000 15,000 15,000

原町みなみ幼稚園 25,000 141980 14,980 14,980 14,980

さゆり幼稚園 30,000 17,000 16,000 15,000 15,000
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1号認定と2号認定の利用者負担額の比較

① l号認定 (幼稚園・3歳以上児)と 2号認定 (保育園・ 3歳以上児)では、

2号認定を長時間保育のため、高く設定している。

2号認定・3歳以上児 (保育園 ) 1号認定・3歳以上児 (幼稚園 )

階層区分

徴収月額 (円 )

階層区分
徴収月額

(円 )標準時間 短時間

①生活保護世帯 0 0 ①生活保護世帯 0

②市民税非課税世帯 2,400 2,400 ②市民税非課税世帯 1,000

③均等割額のみの世帯 9,100 8.900 ③均等割額のみの世帯 3,500

④所得割課税額

61.000円 未満の世帯
12,200 12,000

④所得割課税額

40,000円以下の世帯
4,500

⑤所得割課税額

40,001 円以」ヒ

60,000円以下の世帯

6,800

⑤所得割課税額

61,000円 以上

73,000円 未満の世帯

171500 17=200

⑥所得割課税額

60,001 円以上

77,100円 以下の世帯

9=000

⑥所得割課税額

73]000円 以上

97,000円 未満の世帯

21,600 21,200
⑦所得割課税額

77,101円 以上

122,000円 以下の世帯

10,000
⑦所得割課税額

97,000円 以上

133,000円 未満の世帯

22,630 22=200

③所得割課税額

133,000F]"災 」ヒ

169,000円 未満の世帯

22,630 22,200

③所得割課税額

122,001 円以上

173,000円 以下の世帯

11,000

⑨所得割課税額

169,000Fヨ

"共

」ヒ

301,000円 未満の世帯

22,630 22,200

⑨所得割課税額

173,001円 以上

211,200円以下の世帯

12,000

⑩所得割課税額

211,201円 以上の世帯
15,000⑩所得割課税額

301,000円 以上の世帯
27,560 27,000
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南 相 馬 市 条 例 第  号

南相 馬市 特定教育・保 育施設 及 び特 定地域型保 育事 業

の利 用者負 担 額等 に関す る条 例

(趣 旨 )

第 1条  こ の 条 例 は 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業

の利 用 に 関 し利 用 者 が 負 担 す る費 用 等 に 関 し必 要 な 事 項 を 定 め る

も の とす る。

(定 義 )

第 2条  こ の 条 例 に お け る用 語 の 意 義 は 、 子 ど も・ 子 育 て 支 援 法

(平 成 24年 法 律 第 65号 。 以 下 「法 」 と
‐
い う 。)及 び 児 童 福 祉

法 (昭 和 22年 法 律 第 164号 )に お い て 使 用 す る用 語 の 例 に よ

る。

(利 用 者 負 担 額 )

第 3条  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 (以 下 「特 定

教 育・ 保 育 施 設 等 」 とい う 。)の 利 用 者 負 担 額 (南 相 馬 市 特 定 教

育 0保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す る基 準 を 定 め

る条 例 (平 成 26年 南 相 馬 市 条 例 第 26号 )第 13条 第 1項 及 び

第 43条 第 1項 に 規 定 す る利 用 者 負 担 額 を い う。 以 下 同 じ 。)は 、

別 表 第 1に よ り市 長 が 決 定 した 額 とす る。

2 前 項 の 規 定 に か か わ らず 、 月 の 途 中 に お い て 、 入 園 し、 又 は 退

園 した 場 合 に お け る そ の 月 の利 用 者 負 担 額 は 、 次 の 各 号 の 区分 に

応 じ、 当該 各 号 に 定 め る計 算 式 に よ り得 られ た 額 (そ の 額 に 10
円未 満 の 端 数 が あ る とき は 、 これ を切 り捨 て た 額 )と す る。

に)1号 認 定 を受 け 、 か つ 、 常 態 的 に 土 曜 日を 閉 園 す る特 定 教

育 ・ 保 育 施 設 等 を利 用 した 子 ど も

ア  月 途 中 入 園  当月 利 用 者 負 担 額 ×月 途 中入 園 日か らの 開

園 日数 (20日 を超 え る場 合 は 、 20日 )÷ 20日
イ  月 途 中 退 園  当月 利 用 者 負 担 額 ×月 途 中退 園 日の 前 日ま で

の 開 園 日数 (20日 を超 え る場 合 は 、 20日 )+20日
12)2号 認 定 及 び 3号認 定 を受 け た 子 ど も及 び 1号 認 定 を 受 け 、

常 態 的 に 土 曜 日 も 開 園 す る特 定 教 育・ 保 育 施 設 等 を利 用 した 子

ど も

資 料 3
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ア  月 途 中入 園  当 月 利 用 者 負 担 額 ×月 途 中入 園 日か らの 開 園

日数 (25日 を超 え る場 合 は 、 25日 )÷ 25日

イ  月 途 中退 園  当月 利 用 者 負 担 額 ×月 途 中退 園 日の 前 日ま で

の 開 園 日数 (25日 を超 え る場 合 は 、 25日 )÷ 25日

(利 用 者 負 担 額 の徴 収 )

第 4条  市 長 は 、 法 附 則 第 6条 第 4項 の 規 定 に よ り、 同 条 第 1項 に

規 定 す る特 定 保 育 所 (市 立 保 育 園 を 除 く 。)に お い て 施 設 を利 用

した 子 ど も の 支 給 認 定 保 護 者 又 は扶 養 義 務 者 (以 下 「支 給 認 定保

護 者 等 」 とい う 。)か ら第 3条 第 1項 に 定 め る利 用 者 負 担 額 を徴

収 す る。

2 市 長 は 、 市 立 幼 稚 園 (南 相 馬 市 幼 稚 園 条 例 (平 成 18年 南 相 馬

市 条 例 第 186号 )別 表 に規 定 す る幼 稚 園 を い う。 以 下 同 じ 。)

及 び 市 立保 育 園 (南 相 馬 市 保 育 園 条 例 (平 成 18年 南 相 馬 市 条 例

第 110号 )別 表 に 規 定 す る保 育 園 を い う。 以 下 同 じ 。)に お い

て 施 設 を利 用 した 子 ど も の 支 給 認 定 保 護 者 等 か ら第 3条 第 1項 に

定 め る利 用 者 負 担 額 を徴 収 す る。

(利 用 者 負 担 額 の 納 付 )

第 5条  支 給 認 定 保 護 者 等 は 、利 用 者 負 担 額 を利 用 した 月 の 末 日ま

で に 納 め な けれ ば な らな い 。

(利 用 者 負 担 額 の 通 知 )

第 6条  市 長 は 、 利 用 者 負 担 額 を決 定 した 時 、 又 は そ の 額 を変 更 し

た 時 は 、 当 該 支 給 認 定 保 護 者 等 及 び 当該 支 給 認 定 保 護 者 等 が利 用

す る特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 (市 立 幼 稚 園 及 び 市 立保 育 園 を含 む 。)

の 設 置 者 又 は 特 定 地 域 型 保 育 事 業 を行 う者 に 通 知 しな け れ ば な ら

な い 。

(利 用 者 負 担 額 未 納 者 に つ い て の措 置 )

第 7条  市 長 は 、 第 5条 の 規 定 に よ る納 入 期 限 を過 ぎ て も な お 、 利

用 者 負 担 額 を納 入 し な い も の に対 して は 、 施 設 の 利 用 を停 止 す る

こ とが で き る。

(利 用 者 負 担 額 の減 免 )

第 8条  市 長 は 、 支 給 認 定 保 護 者 等 が 災 害 そ の 他 や む を得 な い 理 由

に よ りそ の 負 担 す べ き利 用 者 負 担 額 を負 担 す る こ とが 困 難 と認 め

られ る とき は 、 これ を減 額 し、 又 は免 除 す る こ とが で き る。

(利 用 者 負 担 額 の 還 付 )
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第 9条  既 納 の利 用 者 負 担 額 は 、 還 付 しな い 。 た だ し、 市 長 が 特 別

の 理 由 が あ る と認 め る と き は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を還 付 す る こ と

が で き る。

(委 任 )

第 10条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 規

則 で 定 め る。

附  則

(施 行 期 日 )

1 こ の 条 例 は 、 平 成 27年 4月 1日 か ら施 行 す る。

(利 用 者 負 担 額 の 特 例 )

平 成 27年 度 の 第 3条 の利 用 者 負 担 額 は 、 同 条 の規 定 に か か わ

らず t市 内 に住 所 を有 し、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型

保 育 事 業 を利 用 す る児 童 に係
・
る利 用 者 負 担 額 は 無 料 とす る。

平 成 26年 度 ま で 市 立 幼 稚 園 に入 園 して い た 園 児 の利 用 者 負 担

額 が t別 表 第 1の に)に 掲 げ る 第 5階 層 か ら第 10階 層 ま で に該

当 し、 か つ 、 そ の 市 立 幼 稚 園 を継 続 し て 利 用 す る場 合 は 、 第 3

条 の 規 定 に か か わ らず 、 平 成 27年 4月 か ら平 成 29年 3月 ま

で の 間は 第 4階 層 とす る。

(南 相 馬 市 幼 稚 園 条 例 の 一 部 改 正 )

南 相 馬 市 幼 稚 園 条 例 の 一 部 を 次 の よ うに 改 正 す る。

に}次 の表 中、改正前 の欄 の 下線 又 は太枠 で表示 され た部 分

(以 下 「改正部分」 とい う 。)を 、改正後 の欄 の改正部 分 に

改 める。

け)次 の表 中、改正前 の欄 に のみ 改正部 分 が あ る ときは、 当該

改正前 の欄 の改正部 分 を削 る。

額 4,500円 と

ヘ
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別表第 1(第 3条 関係 )

に)利 用者負担額徴収基準表

(委 任 )

第 5条  【略 】

附  則

2 【略 】

教 育 標 準 時 間 認 定 (1号 認 定 )

１

　

３

一

」ユ 市内に住所を有する園児
無 料

前 号 以 外 の 園 児 月 額 4.500

(南 相 馬 市 幼 稚 園 条 例 の 一 部 改 正 に伴 う経 過 措 置 )

5 こ の 条 例 に よ る改 正 後 の 南 相 馬 市 幼 稚 園 条 例 の規 定 は 、 平 成 2

7年 4月 の利 用 者 負 担 額 か ら適 用 し、 同年 3月 分 ま で の利 用 者 負

ハ   担 額 に つ い て は 、 な お 従 前 の例 に よ る 。

(授 業 料 の 額 の 特 例 )

こ か か わ

階 層 区 分 階 層 の 定 義
利 用 者 負 担 額 (月

額 ・ 円 )

第 1階 層

生 活 保 護 法 (昭 和 25年 法 律 第

144号 )に よ る被 生 活 保 護 世 帯

(単 給 世 帯 含 む 。)及 び 中 国 残

留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並

び に永 住 帰 国 した 中 国 残 留 邦 人

等 及 び 特 定 配 偶 者 の 自立 の支 援

0
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に 関 す る法 律 (平 成 6年 法 律 第

30号 ))に よ る支 援 給 付 世 帯 (以

下 「被 生 活 保 護 世 帯 等 」 とい

う 。)

第 2階 層
第 1階 層 を 除 い た 市 民 税 非 課 税

世 帯
1, 000

第 3階 層 均 等 割 額 の み の 世 帯 3, 5 0 0

第 4階 層
所 得 割 課 税 額

40,000円 以 下 の 世 帯
4, 500

第 5階 層

所 得 割 課 税 額

40,001円 以 上

60,000円 以 下 の 世 帯

6, 800

第 6階 層

所 得 割 課 税 額

60,001円 以 上

77,100円 以 下 の 世 帯

9, 0 00

第 7階 層

所 得 割 課 税 額

77,101円 以 上

122,000円 以 下 の 世 帯

10,000

第 8階 層

所 得 割 課 税 額

122,001円 以 上

173,000円 以 下 の 世 帯

1 1, 000

第 9階 層

所 得 割 課 税 額

173,001円 以 上

211,200円 以 下 の 世 帯

12,.000

第 10階 層
所 得 割 課 税 額

211,201円 以 上 の 世 帯
15,000

ヘ

(2)利 用者 負 担 額徴 収基準表  保 育認 定 (3歳 以 上児・ 2号認 定 )

階 層 区分 階 層 の 定 義

利 用 者 負 担 額 (月 額 ・ 円 )

保 育標 準 時間 保育短 時 間

第 1階 層 被 生 活 保 護 世 帯 等 0 0

第 2階 層
第 1階 層 を除 い た 市

民 税 非 課 税 世 帯
2, 40 0 2, 4 0 0

-12-



第 3階 層 均 等 割 額 の み の 世 帯 9, 1 0 0 8, 9 0 0

第 4階 層
所 得 割 課 税 額

61,000円 未 満 の 世 帯
12, 200 12,000

第 5階 層
｀

所 得 割 課 税 額

61,000円 以 上

73,000円 未 満 の 世 帯

1 7, 5 0 0 7, 2 0 0

第 6階 層

所 得 割 課 税 額

73,000円 以 上

97,000円 未 満 の 世 帯

2 1, 6 00 2 1, 200

第 7階層

所 得 割 課 税 額

97,000円 以 上

133,000円 未 満 の 世 帯

22, 630 22, 200

第 8階 層

所 得 割 課 税 額

133,000円 以 上

169,000円 未 満 の 世 帯

22, 630 22, 200

第 9階 層

所 得 割 課 税 額

169,000円 以 上

301,000円 未 満 の 世 帯

22, 630 22, 200

第 10階 層
所 得 割 課 税 額

301,000円 以 上 の 世 帯
27, 560 27, 000

⌒  に)利 用者負担額徴収基準表 保育認定 (3歳 未満児・ 3号認定 )

階 層 区分 階 層 の 定 義

利 用 者 負 担 額 (月 額 ・ 円 )

保 育 標 準 時 間 保 育 短 時 間

第 1階 層 被 生 活 保 護 世 帯 等 0 0

第 2階 層
第 1階 層 を 除 い た 市

民 税 非 課 税 世 帯
3, 6 0 0 3, 600

第 3階 層 均 等 割 額 の み の 世 帯 13,400 13, 100

第 4階 層
所 得 割 課 税 額

61,000円 未 満 の 世 帯
15, 600 15, 300

第 5階 層
所 得 割 課 税 額

61,000円 以 上
2 1, 30 0 20, 900
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73,000円 未 満 の 世 帯

第 6階 層

所 得 割 課 税 額

73,000円 以 上

97,000円 未 満 の 世 帯

24, 000 23, 500

第 7階 層

所 得 割 課 税 額

97,000円 以 上

133,000円 未 満 の 世 帯

35, 600 34,900

第 8階 層

所 得 割 課 税 額

133,000円 以 上

169,000円 未 満 の 世 帯

35, 600 34, 900

第 9階 層

所 得 割 課 税 額

169,000円 以 上

301,000円 未 満 の世 帯

44, 500 43,700

第 10階 層
所 得 割 課 税 額

301,000円 以 上 の 世 帯
48, 500 47,600

備 考

1 こ の 表 の 第 3階 層 に お け る 「均 等 割 の 額 」 とは 、 地 方 税 法 (昭

和 25年 法 律 第 226号 )第 292条 第 1項 第 1号 に 規 定 す る均

等 割 の 額 を い い 、 第 4階 層 か ら第 10階 層 ま で に お け る 「所 得 割

の 額 」 とは 、 同 項 第 2号 に規 定 す る所 得 割 .(こ の 所 得 割 を計 算 す

る場 合 に は 、 同 法 第 314条 の 7及 び 同 法 附 則 第 5条 第 2項 の 規

定 は適 用 しな い も の とす る 。)の 額 を い う。

2 こ の 表 の 「保 育 標 準 時 間 」 「保 育 短 時 間 」 とは 、 南 相 馬 市 子 ど

も の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 の 支 給 認 定 基 準 に 関 す る条 例 第 4条 に

定 め る 時 間 を い う。

3 この 表 の 「 3歳 未 満 児 」 と は 、 保 育 を利 用 した 年 度 の 初 日の 前

日 (以 下 「基 準 日」 とい う 。)に お い て 3歳 に 達 して ぃ な い 児 童

を い い 、 「 3歳 以 上 児 」 とは 基 準 日に お い て 3歳 以 上 で あ る子 ど

も を い う。 た だ し、 年 度 の途 中 で 3歳 に 達 した 場 合 は 、 そ の年 度

中 に 限 り 3歳 未 満 児 とみ な す 。

4 児 童 の 属 す る世 帯 が 第 2階 層 及 び 第 3階 層 で あ つ て 次 に 掲 げ る

場 合 は 、 こ、の 表 の 規 定 に か か わ らず 、 そ れ ぞ れ 次 表 に 掲 げ る利 用

者 負 担 額 とす る。

に)母 子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭 和 39年 法律第 129
号 )第 6条 第 6項 に規定す る配偶者 のない者 で現 に児童 を扶養
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して い る もの の 属 す る世 帯

(2)身 体 障 害者 福 祉 法 (昭 和 24年 法 律 第 283号 )第 15条 の

規 定 に よ り身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を受 け て い る者 の 属 す る世 帯

131 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ に よ り療 育 手 帳 の 交 付 を受 け て

い る者 の 属 す る世 帯

14)精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る法 律 (昭 和 25年 法 律

第 123号 )第 45条 の 規 定 に よ り精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の

交 付 を 受 けて い る者 の 属 す る世 帯

151 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る法 律 (昭 和 39年 法 律 第

134号 )の 規 定 に よ り特 別 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け て い る

⌒    者 の 属 す る世 帯

(6)国 民 年 金 法 (昭 和 34年 法 律 第 141号 )の 規 定 に よ り障 害

基 礎 年 金 を受 け て い る者 の 属 す る 世 帯

(71 生 活 保 護 法 に 定 め る保 護 基 準 に 準 じ、 生 活 に 困 窮 して い る と

市 長 が 認 め る世 帯

階 層 区分

利 用 者 負 担 額 (月 額 ´ 円 )

3歳 以 上 児 の場 合 3歳 未 満 児 の場 合

教 育 標 準

時 間

保 育 標 準

時 間

保 育 短 時 間 保 育 標 準 時

間

保 育 短 時 間

第 2階 層 0 0 0 0 0

第 3階 層 2,500 8,100 7,900 12,400 12,100

5 同 一 世 帯 にお い て 満 3歳 か ら学 校 教 育 法 (昭 和 22年 法 律 第 2

6号 )第 1条 に 規 定 す る小 学 校 又 は 同 法 第 76条 第 1項 に規 定 す    。

る特 別 支 援 学 校 の小 学 部 の 第 3学 年 ま で の 範 囲 に あ る 子 ど も が 、

複 数 人 い る場 合 に お け る別 表 第 1に )の 適 用 に つ い て は 、 最 年 長 の

子 ど も か ら順 に 2人 日以 降 の利 用 者 負 担 額 を無 料 とす る。

6 同 一 世 帯 に お い て 小 学 校 就 学 前 の 範 囲 に あ る子 ど も が 、 複 数 人

同 時 に 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 又 は 特 定 地 域 型 保 育 事 業 を利 用 して い

る場 合 に お け る別 表 第 l121及 び 椰)の 適 用 につ い て は 、 最 年 長 の 子

ど も か ら順 に 2人 日以 降 の利 用 者 負 担 額 を無 料 とす る。

7 こ の 表 の利 用 者 負 担 額 (月 額 )は 、 4月 か ら 8月 ま で は 、 前 年

度 の 市 民 税 額 に 基 づ い て 算 出 し、 9月 か ら 3月 ま で は 、 当該 年 度

の 市 民 税 額 に 基 づ い て 算 出 す る。
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幼稚園や保育園に関する用語等について 参考資料

☆幼稚園や保育園などの違い

☆認定区分

年 齢 利用できる施設等

1号認定 満 3歳以上 幼稚園・ごども園

2号認定 満 3歳以上 保育園 0こ ども園

3号認定 満 3歳未満
保育園 0こ ども園

地域型保育事業 (家庭的保育 0小規模保育 。事業所内保育・居宅訪問型保育)

施設の種類 利用できる年齢 利用条件

保育園 (所)

(特定保育施設)

0歳～ 5歳
①両親共働き等日中子どもが保育できない

②203号認定が必要

幼稚園

(特定教育施設)

満 3歳～ 5歳 ①l号認定が必要

認定こども園

(特定教育・保育施設)

0歳～ 5歳
①O歳～2歳は、3号認定が必要

②満3歳以上は、 1・ 2号認定が必要

地域型保育事業

(特定地域型保育事業)

0歳～ 2歳
①両親共働き等日中子どもが保育できない

②3号認定が必要



☆保育園・幼稚園の利用時間

保育園

幼稚園

午前 7時

※今回は、保育時間や教育時間の利用者負担額を条例で定めます。

☆その他の子育て世代が利用できる施設やサービス

①認可外保育施設 (南相馬市で現在3か所)

②地域子育て支援センター (南相馬市で現在 1か所)

③一時預かり事業 (南相馬市で現在 1か所)

預かり保育

午後6時 午後7時

ヽ

ノ

ヽ
ノ


